
松
岡
保
会
長
は
挨
拶
の
中

で
、
６
月
か
ら
の
料
金
改
定

に
つ
い
て
の
主
旨
を
述
べ
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
改
定
率

は
慣
例
的
に
医
科
の
２
分
の

１
。
柔
道
整
復
療
養
費
の
収

入
は
平
成
24
年
度
か
ら
減
少

に
転
じ
、
こ
れ
ま
で
に
お
よ

そ
一
千
億
円
減
っ
て
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
拡
大
の
影
響
も
あ
り
、
多

数
の
廃
業
者
が
出
て
い
る
。

こ
の
窮
状
を
厚
生
労
働
大
臣

を
歴
任
さ
れ
た
顧
問
の
先
生

を
は
じ
め
、
世
話
人
会
の
先

生
方
へ
訴
え
た
と
こ
ろ
、
一

千
億
円
の
減
少
は
異
常
な
数

値
で
あ
り
、
医
科
診
療
報
酬

改
定
率
の
２
分
の
１
に
な
っ

て
い
る
改
定
率
等
を
、
抜
本

的
に
変
え
な
く
て
は
な
ら
な

い
旨
の
助
言
が
あ
っ
た
。

今
後
は
そ
の
改
革
に
向
け

て
全
力
を
傾
注
す
る
強
い
構

え
だ
。

「
帰
一
賞
」
の
う
ち
、
帰

一
功
労
賞
に
田
代
富
夫
会
員

（
栃
木
県
）
・
竹
内
廣
尚
会

員
（
東
京
都
）
・
阿
部
松
雄

会
員
（
新
潟
県
）
・
河
合
優

会
員
（
富
山
県
）
・
川
口
靖

夫
会
員
（
大
阪
府
）
・
布
施

正
朝
会
員
（
大
阪
府
）
、
帰

一
学
術
賞
は
渡
邊
英
一
会
員

（
神
奈
川
県
）
、
帰
一
精
錬

賞
に
は
荻
野
義
之
会
員
（
埼

玉
県
）
・
町
田
尚
司
会
員

（
埼
玉
県
）
・
河
邉
法
隆
会

員
（
香
川
県
）
・
安
東
鉄
男

会
員
（
大
分
県
）
・
奈
須
開

生
会
員
（
宮
崎
県
）
の
計
12

名
が
推
薦
さ
れ
、
授
与
す
る

こ
と
を
承
認
し
た
。

日
整
広
報
誌
第
２
５
９
号

と
２
６
０
号
に
特
集
記
事
と

し
て
、
日
整
の
前
身
、
大
日

本
柔
道
整
復
師
会
の
初
代
会

長
で
あ
っ
た
市
川
斂
（
お
さ

む
）
先
生
に
つ
い
て
掲
載
し

た
。
そ
の
多
く
の
柔
道
整
復

師
関
連
資
料
を
蒐
集
し
、
柔

道
整
復
業
界
草
創
期
の
市
川

斂
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
先

達
の
思
い
を
編
纂
伝
承
さ
れ
、

多
大
な
る
貢
献
を
さ
れ
た
市

川
正
氏
（
斂
先
生
の
孫
で
静

岡
県
在
住
）
に
感
謝
状
を
贈

呈
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

な
お
、
コ
ロ
ナ
禍
を
考
慮

し
昨
年
と
一
昨
年
同
様
、
通

常
総
会
の
席
上
で
は
表
彰
式

を
行
わ
ず
、
受
賞
者
所
属
の

都
道
府
県
柔
道
整
復
師
会
に

記
念
の
盾
等
を
送
付
す
る
。

続
い
て
、
都
道
府
県
柔
道

整
復
師
会
か
ら
申
請
の
あ
っ

た
今
年
度
の
会
費
免
除
者
案
、

新
規
の
終
身
免
除
者
21
名
お

よ
び
所
得
等
に
関
す
る
免
除

者
17
名
を
承
認
し
た
（
左
枠

内
参
照
）
。

日
整
通
常
総
会
は
、
例
年

６
月
の
第
４
日
曜
日
を
開
催

日
と
し
て
お
り
、
今
年
度
は

６
月
26
日
（
日
）
に
対
面
で

開
催
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

会
場
は
日
本
柔
整
会
館
で
正

午
に
開
場
し
、
午
後
１
時
か

ら
開
会
す
る
。

３
月
13
日
（
日
）
の
日
整

臨
時
総
会
終
了
後
、
直
ち
に

開
催
し
た
臨
時
理
事
会
で
、

理
事
者
の
互
選
に
よ
り
長
尾

淳
彦
学
術
教
育
部
長
（
京
都

会
長
）
が
副
会
長
に
就
任
し

た
。
そ
の
た
め
学
術
教
育
部

長
の
後
任
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
広
報
部
長
と
保
険
部
長
を

務
め
、
実
績
の
あ
る
森
川
伸

治
学
術
教
育
担
当
理
事
（
愛

知
会
長
）
を
登
用
す
る
こ
と

を
承
認
し
た
。

報
告
事
項
で
は
「
日
整
登

録
柔
道
整
復
師
」
お
よ
び

「
日
整
ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
」

登
録
状
況
な
ど
が
示
さ
れ
た
。
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令和４年（２０２２）５月１１日日整トピック第３８号（１）

「帰一賞」推薦12名など承認
日整通常総会は6月26日に対面で

長
尾
学
術
教
育
部
長
の
後
任

令和４年度第１回理事会

実
績
の
森
川
理
事
を
登
用

日
整
は
、
４
月
28
日
（
木
）
午
後
１
時
か
ら
令
和
４
年
度

の
第
１
回
理
事
会
を
日
本
柔
整
会
館
で
開
催
し
た
＝
写
真
。

主
な
審
議
事
項
と
し
て
日
整
最
高
栄
誉
賞
で
あ
る
「
帰
一
賞
」

の
本
年
度
の
推
薦
12
名
お
よ
び
会
費
免
除
者
、
日
整
通
常
総

会
開
催
日
時
と
会
場
、
長
尾
淳
彦
学
術
部
長
の
後
任
人
事
な

ど
を
上
程
し
承
認
可
決
し
た
。

２
面 第22回柔道整復療養費検討専門委員会

３

面 令和４年度の料金改定

４
面 「日整ニュースレター」登録のお願い

Ａ 終身免除
会費・負担金を40年以上完納し、満85歳以上
の会員
新規21名、既存79名
合計100名

Ｂ 所得等に関する免除
生活保護を受けている会員1名
年間総収入が160万円以下の会員16名
合計17名

主
な
審
議
事
項



三
橋

明
細
書
の
発
行
を

義
務
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
料

金
改
定
の
財
源
と
は
別
枠
で

体
制
整
備
を
す
る
財
源
を
含

め
、
令
和
６
年
度
料
金
改
定

時
に
対
応
で
き
る
よ
う
予
算

の
確
保
を
お
願
い
し
た
い
。

伊
藤

明
細
書
の
発
行
を

義
務
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

一
部
負
担
金
を
受
け
る
と
き

に
無
償
で
発
行
し
、
明
細
書

発
行
体
制
加
算
を
毎
回
算
定

で
き
る
よ
う
財
源
の
確
保
を

お
願
い
し
た
い
。

柔
整
療
養
費
の
収
入
は
平

成
24
年
度
か
ら
減
少
に
転
じ
、

令
和
２
年
度
ま
で
を
推
計
す

る
と
約
一
千
億
円
減
と
い
う

状
況
で
あ
る
。
業
界
は
疲
弊

し
て
お
り
、
料
金
改
定
だ
け

で
は
こ
れ
を
カ
バ
ー
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
何
か
抜
本

的
な
こ
と
を
考
え
て
い
か
な

く
て
は
い
け
な
い
と
考
え
て

い
る
の
で
、
今
後
ご
検
討
を

お
願
い
し
た
い
。

現
時
点
で
も
、
１
ヶ
月
ま

と
め
た
領
収
書
で
は
療
養
費

の
支
払
い
が
で
き
な
い
と
す

る
健
保
組
合
が
あ
る
。
平
成

30
年
５
月
の
「
療
養
費
の
保

険
者
等
へ
の
照
会
に
つ
い
て
」

を
改
正
し
、
患
者
照
会
に
お

い
て
、
明
細
書
の
提
出
を
求

め
、
明
細
書
の
提
出
が
な
い

こ
と
の
み
を
も
っ
て
不
支
給

決
定
を
す
る
こ
と
は
適
切
で

な
い
こ
と
等
を
徹
底
す
る
よ

う
お
願
い
し
た
い
。

三
橋

健
全
化
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
施
術
者
側
か

ら
提
案
し
、
施
術
管
理
者
の

要
件
と
し
て
実
務
経
験
を
取

り
入
れ
た
こ
と
。
審
査
会
の

強
化
と
し
て
面
接
確
認
委
員

会
の
実
施
等
、
我
々
自
身
努

力
し
て
き
て
、
そ
の
成
果
も

で
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
中
で
、
療
養
費
は
毎
年
大

き
く
減
少
し
て
い
る
状
況
に

あ
る
。

健
保
連
の
委
員
は
、
専
門

委
員
会
に
お
い
て
何
に
つ
い

て
も
反
対
の
対
応
を
さ
れ
る
。

柔
道
整
復
師
が
必
要
な
い
と

お
考
え
の
よ
う
に
し
か
思
え

な
い
。
ま
た
、
柔
整
療
養
費

を
減
額
す
れ
ば
そ
れ
で
い
い

と
思
っ
て
い
る
よ
う
な
発
言

も
あ
る
。
問
題
の
あ
る
柔
道

整
復
師
に
対
応
す
る
た
め
に

検
討
し
て
い
く
こ
と
は
必
要

だ
と
思
う
が
、
真
面
目
に
施

術
を
し
て
い
る
柔
道
整
復
師

の
生
活
を
守
る
こ
と
も
考
え

て
い
た
だ
き
た
い
。

専
門
委
員
会
に
お
い
て
は
、

柔
道
整
復
療
養
費
を
締
め
付

け
る
だ
け
で
は
な
く
、
真
面

目
な
柔
整
師
を
救
う
た
め
に

は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
な

ど
の
観
点
も
含
め
、
柔
整
師

業
界
を
維
持
し
つ
つ
、
ど
う

健
全
化
を
進
め
て
い
く
か
な

ど
建
設
的
な
議
論
を
お
願
い

し
た
い
。

長
尾

施
術
者
側
も
「
柔

道
整
復
療
養
費
」
な
ら
び
に

「
柔
道
整
復
術
」
の
適
正
化
、

健
全
化
の
た
め
の
協
力
は
惜

し
ま
な
い
。
領
収
書
と
明
細

書
の
発
行
に
よ
り
、
施
術
内

容
の
透
明
化
と
患
者
さ
ん
の

施
術
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ

と
は
承
知
し
て
い
る
。
明
細

書
発
行
体
制
加
算
が
創
設
さ

れ
、
毎
回
発
行
を
全
施
術
所

に
実
施
さ
せ
る
た
め
に
は
、

今
回
の
よ
う
な
改
定
時
で
の

財
源
で
は
な
く
、
毎
回
発
行

時
に
算
定
で
き
る
よ
う
な
財

源
の
確
保
を
国
に
お
願
い
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
。

健
保
連

明
細
書
発
行
の

義
務
化
に
つ
い
て
、
対
象
が

限
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
不
満
で
あ
る
。
「
令
和
４

年
度
レ
セ
コ
ン
の
導
入
状
況

等
の
調
査
を
実
施
す
る
。
令

和
６
年
度
改
定
時
調
査
結
果

や
改
定
財
源
を
踏
ま
え
、
明

細
書
発
行
体
制
加
算
の
回
数
、

額
お
よ
び
明
細
書
発
行
の
義

務
化
の
対
象
拡
大
、
交
付
回

数
に
つ
い
て
検
討
し
結
論
を

得
る
。
併
せ
て
そ
の
検
討
状

況
も
踏
ま
え
、
令
和
６
年
度

改
定
に
お
い
て
、
保
険
者
に

よ
る
受
領
委
任
払
い
の
終
了

手
続
き
を
含
め
た
取
り
扱
い

（
保
険
者
単
位
の
償
還
払
い

へ
の
変
更
）
も
検
討
し
結
論

を
得
る
」
を
前
提
に
今
回
の

事
務
局
案
を
了
承
す
る
。

協
会
け
ん
ぽ

今
回
の
明

細
書
発
行
の
義
務
化
に
つ
い

て
は
、
第
一
歩
だ
と
考
え
て

い
る
。
令
和
４
年
度
に
実
態

を
調
査
し
検
討
す
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
、
施
術
者
側
の

要
望
も
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
要
望
を
議
論
す
る
意
味
で

も
、
施
術
所
の
実
態
に
つ
い

て
６
年
度
に
議
論
で
き
る
よ

う
、
し
っ
か
り
調
査
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

第３８号（２） 日整トピック 令和４年（２０２２）５月１１日

日
整
代
表
の
意
見

令和４年度の料金改定を議論

第22回柔道整復療養費検討専門委員会

柔道整復療養費は＋0.13％

第
22
回
柔
道
整
復
療
養
費
検
討
専
門
委
員
会
（
以
下
、
専

門
委
員
会
）
が
５
月
６
日
（
金
）
、
午
後
２
時
か
ら
オ
ン
ラ

イ
ン
に
よ
り
開
催
さ
れ
、
日
整
か
ら
は
三
橋
裕
之
副
会
長
、

長
尾
淳
彦
副
会
長
、
伊
藤
宣
人
保
険
部
長
の
３
名
が
施
術
者

代
表
委
員
と
し
て
日
本
柔
整
会
館
か
ら
出
席
し
た
＝
写
真
。

料
金
改
定
の
６
月
を
前
に
議
論
が
尽
く
さ
れ
、
柔
整
療
養
費

の
改
定
率
は
プ
ラ
ス

0.13
％
、
１
ヶ
月
に
１
回
の
み
算
定
で
き

る
明
細
書
発
行
体
制
加
算
の
創
設
（
施
行
は
令
和
４
年
10
月

１
日
）
な
ど
が
概
ね
決
ま
っ
た
。
詳
細
を
３
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。

（
保
険
部
長

伊
藤
宣
人

文
責
）

明
細
書
発
行
体
制
加
算

今
年
10
月
１
日
か
ら
施
行

保
険
者
代
表
の
意
見



第３８号（３） 日整トピック 令和４年（２０２２）５月１１日

〔料金改定の要旨〕

〇明細書発行体制加算の創設（施行は令和4年10月1日）

■明細書発行体制加算 明細書を無償で患者に交付した場合 13円（新設）

・同月内においては1回のみ算定できること

・明細書を無償で交付する施術所である旨を予め地方厚生（支）局長に届け出ること

・明細書発行機能があるレセコンを使用している施術所であって、常勤職員３人以上の

施術所は、患者から一部負担金を受けるときは、正当な理由（患者本人から不要の申

し出があった場合）がない限り、明細書を無償で交付しなければならいこととする

〇往療料の4㎞超の場合について減額

2,700円 → 2,550円



第３８号（４） 日整トピック 令和４年（２０２２）５月１１日

日頃より日本柔道整復師会の活動にご協力をいただき感謝申し上げます。

日整は機関誌「Feel！Go！」を年４回（1月・4月・8月・11月）と「日整トピック」を新聞形式で併

せて発行することにより、会員の皆様に日整の活動をより多くお知らせするよう情報の配信に努めてお

ります。

また、「日整トピック」は、会員に有益な情報をタイムリーに発信することを第一と考え最新情報を

お届けしております。会員の皆様のパソコンやスマートフォンのメールアドレスをご登録いただき、

「日整トピック」をはじめ必要な情報をダイレクトにお届けするメール配信「日整ニュースレター」を

ご覧ください。

このメール配信は、保険関係等の日整の重要な活動状況、柔整に関する情報、「匠の技 伝承」プロ

ジェクト等の研修内容、会員支援情報など、日整が伝えたい内容を会員各位に直接連絡できるようにす

ることを目的としています。日整トピックの掲載内容もさらに充実させて配信する予定です。日整の主

要事業のお知らせを会員が楽しみにしてもらえるような、日整会員必須の情報ツールに育てていきます。

「日整ニュースレター」の配信は、下記の登録サイトから直接ご登録ください。QRコードからも簡単

に登録できます。 (広報部）

7,760名の会員が登録


